
《平成28年町内火災発生状況》
火災件数２件、火災損害額359万4千円

町民一人ひとりが火の取扱いに注意し、火災

のない明るい町にしましょう。

《平成28年救急出動事故種別内訳》

『火災から大切な“いのち”を守るために

住宅用火災警報器を設置しましょう』

問い合わせ先 美幌・津別広域事務組合
津別消防署グループ 緯76－2189

《平成28年救急搬送人員の年齢区分及び傷病程度》

《平成29年度自衛官等募集》

詳細 自衛隊北見地域事務所 緯0157－23－6826

募集コールセンター（受付時間：12時～20時）

フリーダイヤル 緯0120－063－792

ナビダイヤル 緯0570－045－818（携帯電話）

試験期日(1次)受付期間応募資格募集種目

4月15日(土)美幌

～

4月7

日

（金）

18歳以上34歳未満一般
予備

自衛官補
4月15日(土)

帯広

18歳以上で国家免許資
格等を有する者（資格に
より53歳～55歳未満）

技能

5月13日（土）
14日（日）
北見

（14日は飛行要員のみ）

3月1

日

（水）～

5月5

日

（金）

22歳以上26歳未満（20歳
以上22歳未満は大卒〔見
込含〕、修士課程修了者等
〔見込含〕は28歳未満）

一般
幹部

候補生
5月13日(土)

帯広

専門の大卒〔見込含〕20歳
以上30歳未満（薬剤は20
歳以上28歳未満）

歯科

薬剤師

଼ˎ̝ ාഽೋ༆ාڰ൲ίυΐͿ·Πȸ˽̊̀ȹڰ൲༭࣬ ŏŰįː
年間通して町内の青年たちが集い、話し合い、交流し、いろんな活動を展開しています

問い合わせ先

中央公民館生涯学習課 緯76－2713

祝！ 成人式！！

１月８日に津別町で行なわれた成人式にandが潜入し、お祝いしてきましたー。

新成人の方々になにか思い出に残る成人式になればいいな～と思い、吹き出しやメ

ガネなどを模った写真撮影する時に使う小道具「フォトプロップス」を作りました！

はじめはandの押し売りに警戒気味の新成人の皆さんでしたが（笑）、最後はみん

な喜んで使ってくれて、たくさん写真を撮ってくれました。

また、ロビーではエンドレスで流していたandの恋ダンス動画の曲に合わせて、み

んなが踊ってくれたり、私たちにとっても良い一日になりました。

今回、成人式に初めて関わらせていただきましたが、当時自分が参加した成人式を

思い出し、とても懐かしい気持ちになりました。もしお時間がある町民の皆さんがい

たらぜひ、成人式を見に行くのも良いと思います。

み～んなで新成人をお祝いしましょう！！！来年以降もこういう活動を続けていき

たいです。 〈担当：かわじゅん〉

andの活動の様子や動画は、Facebookでも見ることが

できます。ぜひごらんください。

ɡɡɡ道民意見の募集についてɡɡɡ
「北海道国民健康保険運営方針」の策定にあたり、道民の皆様から

ご意見を募集します。関係書類は道のホームページ、道庁別館行政

センター、各総合振興局・振興局（石狩を除く）などで閲覧できます。

名 称 「北海道国民健康保険運営方針（原案）」

意見の募集期間 平成29年３月１日～３月31日

問い合わせ先 北海道保健福祉部健康安全局国保医療課

緯011－231－4111（内線25－808）

〈ホームページ〉
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kak/kouikika_junbi_index.htm
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〈インターネット申込専用アドレス〉

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

平成28年町内火災発生状況および救急出動状況

国民年金保険料を納め忘れたまま納期

限より２年を超えると、保険料を納める

ことができませんでしたが、平成３０年９

月３０日までの間に限り、国民年金保険料

を納めることができる期間が５年に延長

となり、時効で納付できなかった期間の

保険料を納付することが可能な「後納制

度」を利用することができます。

将来の年金額を増やすことや、納付し

た期間が不足したことにより、年金の受

給ができなかった方が年金受給資格を得

られる場合があります。

※６０歳以上で、老齢基礎年金を受給して

いる方や、６５歳以上で老齢基礎年金の受

給資格をお持ちの方は、後納制度を利用

できません。

後納保険料を納付するためには、事前

に北見年金事務所への申込みと、審査が

必要となります。

≪問い合わせ先≫

国民年金保険料専用ダイヤル

緯０５７０―０１１―０５０

北見年金事務所

緯０１５７―２５―９６３５

国民年金保険料の後納制度について

年金ミニ知識
問い合わせ 戸籍・年金担当
緯76－2151 内線222、223


